
議案第４号  

 

 

   農業集落排水処理施設の廃止に伴う関係条例の整備に関  

する条例の制定について    

 

 

 農業集落排水処理施設の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を

次のように定める。  

 

 

  令和８年２月 24日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 黒田庄中部地区農業集落排水処理施設の廃止及び公共下水道への統

合完了に伴い、所要の措置を講ずる必要があるため。  

 



 
 

 
農

業
集

落
排

水
処

理
施

設
の

廃
止

に
伴

う
関

係
条

例
の

整
備

に
関

す
る

条
例

 

   
（

西
脇

市
下

水
道

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
下

水
道

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
4
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
終
末
処
理
場
の
名
称
等
）
 

第
１
条
の
２
 
（
略
）
 

名
称
 

処
理
場
の
位
置
 

処
理
区
域
 

黒
田
庄
浄
化
セ
ン
タ
ー

       

西
脇
市
黒
田
庄
町

喜
多
13
21
番
地
 

      

黒
田
庄
町
喜
多
、
黒
田
庄
町
大
門
、

黒
田
庄
町
津
万
井
、
黒
田
庄
町
福
地
、

黒
田
庄
町
岡
、
黒
田
庄
町
門
柳
、
黒
 

田
庄
町
大
伏
、
黒
田
庄
町
西
澤
、
黒
 

田
庄
町
石
原
、
黒
田
庄
町
田
高
、
黒
 

田
庄
町
船
町
、
黒
田
庄
町
小
苗
、
黒
 

田
庄
町
黒
田
、
黒
田
庄
町
前
坂
の
一
 

部
 

 
 

 
（
終
末
処
理
場
の
名
称
等
）
 

第
１
条
の
２
 
（
略
）
 

名
称
 

処
理
場
の
位
置
 

処
理
区
域
 

黒
田
庄
浄
化
セ
ン
タ
ー

       

西
脇
市
黒
田
庄
町

喜
多
13
21
番
地
 

      

黒
田
庄
町
喜
多
、
黒
田
庄
町
大
門
、
 

黒
田
庄
町
津
万
井
、
黒
田
庄
町
福
地
、

黒
田
庄
町
岡
、
黒
田
庄
町
門
柳
、
黒
 

田
庄
町
石
原
、
黒
田
庄
町
田
高
、
黒
 

田
庄
町
船
町
、
黒
田
庄
町
小
苗
、
黒
 

田
庄
町
黒
田
、
黒
田
庄
町
前
坂
の
一
 

部
 

 

 
（

西
脇

市
黒

田
庄

地
区

下
水

道
事

業
分

担
金

徴
収

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

西
脇

市
黒

田
庄

地
区

下
水

道
事

業
分

担
金

徴
収

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
4
5
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
合
併
前
の
黒
田
庄
町
の
区
域
に
お
け
る
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
 2
24
条
の
規
定
に
基
づ
く
分
担
金
の
徴
収
に
関
し
て
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
合
併
前
の
黒
田
庄
町
の
区
域
に
お
け
る
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
 

事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充

て
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
 2
24
条
の
規
定
に
基
づ
く
分
担
金

の
徴
収
に
関
し
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
（

西
脇

市
下

水
道

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 

西
脇

市
下

水
道

事
業

の
設

置
等

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
0
年

西
脇

市
条

例
第

3
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  



改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
経
営
の
基
本
）
 

第
３
条
 
下
水
道
事
業
は
、
常
に
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
の
福
祉
を
増

進
す
る
よ
う
に
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
 
下
水
道
事
業
の
種
類
は
、
公
共
下
水
道
事
業
と
し
、
そ
の
処
理
区
域
、
計
画
区
域
面
積
及

び
計
画
処
理
人
口
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

 
（
経
営
の
基
本
）
 

第
３
条
 
下
水
道
事
業
は
、
公
共
下
水
道
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
と
し
、
常
に
企
業
の

経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
に
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
公
共
下
水
道
事
業
の
処
理
区
域
、
計
画
区
域
面
積
及
び
計
画
処
理
人
口
は
、
次
の
と
お
り
 

と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

３
 
農
業
集
落
排
水
事
業
の
処
理
区
域
、
計
画
区
域
面
積
及
び
計
画
処
理
人
口
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
 

 
⑴
 
処
理
区
域
 
西
脇
市
生
活
排
水
処
理
施
設
条
例
（
平
成
17
年
西
脇
市
条
例
第
 1
43
号
）

に
定
め
る
区
域
 

 
⑵
 
計
画
区
域
面
積
 
46
ヘ
ク
タ
ー
ル
 

 
⑶
 
計
画
処
理
人
口
 
 1
,4
30
人
 

 

 
（

西
脇

市
生

活
排

水
処

理
施

設
条

例
の

廃
止

）
 

第
４

条
 

西
脇

市
生

活
排

水
処

理
施

設
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
4
3
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

西
脇

市
生

活
排

水
処

理
施

設
条

例
の

廃
止

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

２
 

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
廃

止
前

の
西

脇
市

生
活

排
水

処
理

施
設

条
例

（
以

下
「

旧
生

排
施

設
条

例
」

と
い

う
。

）
の

規
定

に
よ

り
な

さ
れ

た

処
分

、
手

続
そ

の
他

の
行

為
は

、
西

脇
市

下
水

道
条

例
の

相
当

規
定

に
よ

り
な

さ
れ

た
処

分
、

手
続

そ
の

他
の

行
為

と
み

な
す

。
 

３
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

の
前

日
ま

で
の

処
理

施
設

の
使

用
に

係
る

使
用

料
で

、
施

行
日

以
後

に
支

払
を

受

け
る

権
利

が
確

定
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

４
 

施
行

日
の

前
日

ま
で

に
し

た
旧

生
排

施
設

条
例

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

に
対

す
る

罰
則

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
（

西
脇

市
部

設
置

条
例

の
一

部
改

正
）

 

５
 

西
脇

市
部

設
置

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

1
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
事
務
分
掌
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

市
長
公
室
 
（
略
）
 

 

 
（
事
務
分
掌
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

市
長
公
室
 
（
略
）
 

 



 ま
ち
づ
く
り
部
 
（
略
）
 

総
務
部
 
（
略
）
 

福
祉
部
 
（
略
）
 

く
ら
し
安
心
部
 
（
略
）
 

産
業
活
力
再
生
部
 
（
略
）
 

建
設
水
道
部
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
（
削
る
）
 

 
⑶
 
（
略
）
 

ま
ち
づ
く
り
部
 
（
略
）
 

総
務
部
 
（
略
）
 

福
祉
部
 
（
略
）
 

く
ら
し
安
心
部
 
（
略
）
 

産
業
活
力
再
生
部
 
（
略
）
 

建
設
水
道
部
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
⑶
 
農
業
集
落
排
水
に
関
す
る
こ
と
。
 

⑷
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
土

地
改

良
事

業
分

担
金

徴
収

条
例

の
一

部
改

正
）

 

６
 

西
脇

市
土

地
改

良
事

業
分

担
金

徴
収

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
2
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

 
⑸
・
⑹
 
（
略
）
 

 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

 
⑸
 
農
業
集
落
排
水
事
業
（
合
併
前
の
黒
田
庄
町
の
区
域
を
除
く
。
）
 

 
⑹
・
⑺
 
（
略
）
 
 

 

 


